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第７回 北広島市地域公共交通活性化協議会 会議録 

日  時 平成 31年 3月 6日（水）15：30～16：45 

場  所 北広島市役所 3階 3Ｄ会議室 

出席委員 

川村 裕樹委員・岡村 彰律委員・小田 広明委員・笠松 周悟委員・ 

金川 弘司委員・鎌田 将行委員・栢場 誠委員・川島 光行委員・ 

小池 隆史委員・駒形 智委員・鈴木 聡士委員・高屋 健一郎委員・ 

瀧田 修委員・土屋 正紀委員・中山 俊彰委員・中野 雅博委員・ 

成田 伸理委員・橋本 信行委員・長谷川 雅子委員・原口 ゆみ子委員・ 

増田 厚志委員・本橋 健治委員・吉川 芳弘委員 

欠席委員 髙田 誠委員・冨田 辰夫委員 

事 務 局 橋本企画課長・塚田主査・村上主事 

傍 聴 者 １名 

会議次第 

１ 開 会 

 

２ 報告事項 

◆事業者のユニバーサルデザインタクシー導入に伴う生活交通改善事業 

計画（バリアフリー化設備等整備）の事業評価について 

（資料１、参考資料１、２） 

   

３ 議 事  

（1） 事業者のユニバーサルデザインタクシー導入に伴う生活交通改善 

事業計画（バリアフリー化設備等整備）の策定について（資料２） 

（2） 北広島団地線の路線再編について（資料３） 

（3） 次回協議会の日程 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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会議録                                                         

１  開会 

委員 25 名中 23 名が参加。委員の半数が出席していることにより、会議が成立してい

ることを報告。 

 

２  報告事項 

  ◆事業者のユニバーサルデザインタクシー導入に伴う生活交通改善事業計画 

（バリアフリー化設備等整備）の事業評価について 

    ＜事務局より資料１、参考資料１、２に沿って説明＞ 

【委員】 

＜質問、意見等なし＞ 

 

３  議事 

（１）事業者のユニバーサルデザインタクシー導入に伴う生活交通改善事業計画 

（バリアフリー化設備等整備）の策定について 

      ＜事務局より資料２に沿って説明＞ 

【委員】 

＜質問、意見等なし＞ 

 

（２）北広島団地線の路線再編について 

      ＜事務局より資料３に沿って説明＞ 

    【Ａ委員】 

・新規バス停の設置箇所として想定されている「（仮称）あゆみ通バス停」について、

車両通行の妨げ、通行時の安全性が懸念されるため、近隣施設等の停車空間が十分

に確保できる場所への引き込みやバスベイの設置を行う等、車両通行における安

全性の確保を要望として出させていただきたい。 

 

【事務局】 

・バス停を新たに設置する際には、ご指摘のあったバス停を含め、安全性の観点を考

慮して設置を検討しており、該当の箇所については、バスが同時刻に両側に停車し

ないため、通行の妨げにはならない状況となっている。 

・また、「あゆみ通」については、道路幅員も問題がないことを確認している。 

 

    【Ａ委員】 

・該当箇所については、近隣商業施設への出入りが生じることから、危険性が増すこ
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ともご留意いただきたい。 

 

【会長】 

・ご指摘いただいた点については、今後、事務局で協議しながら進めさせていただき

たい。 

 

    【Ｂ委員】 

・本協議会で説明いただいたことは基本的な方針を決めるということか。 

 

【会長】 

・本協議会においては基本的な方向性を決定し、具体的な運行計画等については、今

後、検討を進めていく。 

 

    【Ｂ委員】 

・北広島団地線が再編によって、新しい路線になるが、住民への説明が現時点ではな

されていないため、秋頃の実施に向けて、合意形成を図っていただきたい。 

 

【会長】 

・改めて、今後の地域説明の進め方について説明をお願いしたい。 

 

【事務局】 

・地域への説明は事務局側でも重要視しており、本協議会において基本的な方向性の

承認をいただいた際には、4月より地域に出向き、公共交通の再編の考え方につい

て説明を行う予定である。 

・また、説明は 4・5月に限らず、協議会で新たに決定した事項が出た際にも、説明

を行う予定である。 

 

【会長】 

・説明会に参加できない住民もいるため、どのように周知を行い、意見を収集するか

は事務局側で検討を進めていただきたい。 

 

【副会長】 

・路線の再編については、運行事業者が提供できる運転手、車両等の資源は限られて

いるため、限られた資源の中で利用者の利便性を維持、確保することは非常に難し

いものとなっている。 

・資料 3の 7頁にあるように、非常に綿密な再編の方向性を練っており、特に日中の
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買い物及び通院での利用時に、利用者に対して過度な負担にならないよう配慮さ

れている。 

・例示すると、山手町の居住者は今まで運行路線がなかったために、美沢ショッピン

グセンターでの買い物ができない状況にあったが、再編後には循環しているバス

に乗車することで、均一運賃で当該施設を利用できる方向性となっている。 

・本協議会で提出された再編の方向性については、限られた資源の中での最大限の効

率化及び住民の満足度の向上に寄与するものになっていると考えられる。 

 

【会長】 

・それでは、本日皆様にお諮りした北広島団地線の再編の方向性について、本協議会

では、この内容を了承するという形で、本日の会議で整理させていただくがよろし

いか。 

 

【委員】 

＜質問、意見等なし＞ 

 

【会長】 

・それでは、本内容を決定する。 

 

（３）次回協議会の日程 

事務局より次回会議日程について連絡。 

・4月 団地線沿線居住者への説明会実施 

・6月頃 次回協議会 

協議会の日程については、時期が近づいたら、連絡する。 

 

４  その他 

【事務局】 

・昨年度に策定した北広島市地域公共交通網形成計画における基本方針に係る各施

策の実施状況について、報告させていただく。 

・まず、今年度 4月には、交通事業者と協議を進め、ダイヤの変更を行った。併せて

公共交通便りの号外を発行し、住民への周知を図った。 

・7月、10月には、大曲小学校と西部中学校の生徒を対象にモビリティ・マネジメン

トを実施し、実施にあたっては交通事業者及び学識経験者のご協力を得て、実際の

バス車両等を用いながら、賢く公共交通を使っていただくための取組を行った。 

・8月には、市の広報誌に公共交通の特集を組み、住民への周知を図った。 

・12 月には、国土交通省が発行しているエコ通勤の啓発リーフレットを用いて、商
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工会の加盟会員を対象に周知を行った。 

・また、12 月～2 月 1 日までの期間において、JR 北広島駅から西部地区を経由し、

大曲地区まで運行する夜間バスの実証運行を行った。当実証運行は既存の最終便

よりも 1 時間以上繰り下げた時刻での運行となっており、39 日間の実証運行期間

中に 149名の利用があり、詳細については 3月 13日に開催する専門部会において

報告し、今後の検討を進めていく予定である。 

 

４  閉会 

 

 

 


